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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成29年2月9日(2017.2.9)

【公開番号】特開2015-126300(P2015-126300A)
【公開日】平成27年7月6日(2015.7.6)
【年通号数】公開・登録公報2015-043
【出願番号】特願2013-268091(P2013-268091)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月21日(2016.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信方式により無線通信を行う第１通信手段と、
　前記第１の通信方式とは異なる第２の通信方式により無線通信を行う第２通信手段と、
　他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であるか否かを、前記第１通信手段を介
して当該他の通信装置によりメモリに書き込まれた情報に基づいて判定する判定手段とを
有し、
　前記判定手段により前記他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であると判定さ
れた場合に、前記第２通信手段は前記他の通信装置と無線通信を行うことを特徴とする通
信装置。
【請求項２】
　前記メモリには前記第２の通信方式により無線通信を行うための通信パラメータが記憶
され、前記第２通信手段は前記通信パラメータを用いて無線通信を行うことを特徴とする
請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　ユーザの許可を受けている装置を識別するための識別情報を記憶する記憶手段を更に備
え、
　前記メモリに書き込まれた情報に含まれる識別情報が前記記憶手段に記憶済みである場
合に、前記判定手段は、前記他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であると判定
することを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記メモリに書き込まれた情報に含まれる識別情報が前記記憶手段に記憶済みでなく、
ユーザによって前記他の通信装置との前記第２通信手段による無線通信を許可することが
確認された場合に、前記第２通信手段は前記他の通信装置と無線通信を行うことを特徴と
する請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
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　前記メモリに書き込まれた情報に含まれる識別情報が前記記憶手段に記憶済みでなく、
ユーザによって前記他の通信装置との前記第２通信手段による無線通信を許可しないこと
が確認された場合、前記通信パラメータを更新することを特徴とする請求項３に記載の通
信装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、ユーザの許可を受けている装置を識別する識別情報を該装置との前記
第２通信手段による無線通信に用いる通信パラメータに紐づけて記憶することを特徴とす
る請求項３乃至５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　通信装置であって、
　前記通信装置が有するメモリに他の通信装置からアクセスされるための第１の通信方式
により無線通信を行う第１通信手段と、
　前記第１の通信方式より通信速度が速いまたは通信範囲が広い第２通信方式により無線
通信を行う第２通信手段と、
　前記第２通信手段を介して接続するための通信パラメータを前記メモリが記憶している
状態で前記第１通信手段が前記メモリを読みこむためのリードコマンドを前記他の通信装
置から受け付けた場合、前記メモリに記憶される前記通信パラメータを、前記第１通信手
段を介して送信する送信手段と、
　前記送信手段による前記通信パラメータの送信が行われた後に、前記第１通信手段が前
記メモリに書き込むためのライトコマンドを前記他の通信装置から受け付けた場合におい
て、
　　前記他の通信装置から所定の条件を満たす識別情報が前記第１通信手段を介して前記
メモリに書き込まれた場合、前記他の通信装置と前記送信手段により送信された前記通信
パラメータに基づいて前記第２通信手段を介して接続するための処理を実行し、
　　前記他の通信装置から前記所定の条件を満たす識別情報が前記第１通信手段を介して
前記メモリに書き込まれなかった場合、前記他の通信装置と前記送信手段により送信され
た前記通信パラメータに基づいて前記 第２通信手段を介して接続するための処理の実行
を制限する制御手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記通信装置が予め記憶している識別情報が前記他の通信装置から前
記メモリに書き込まれた場合、前記他の通信装置と前記送信手段により送信された前記通
信パラメータに基づいて前記 第２通信手段を介して接続するための処理を実行すること
を特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記他の通信装置から前記所定の条件を満たす識別情報が前記第１通
信手段を介して前記メモリに書き込まれなかった場合において、
　前記他の通信装置との接続をユーザによって許可された場合に、前記他の通信装置と前
記送信手段により送信された前記通信パラメータに基づいて前記 第２通信手段を介して
接続するための処理を実行し、
　前記他の通信装置との接続をユーザによって許可されなかった場合に、前記他の通信装
置と前記送信手段により送信された前記通信パラメータに基づいて前記 第２通信手段を
介して接続するための処理を実行することを特徴とする請求項７または８に記載の通信装
置。
【請求項１０】
　前記送信手段による前記通信パラメータの送信が行われた後に、前記送信手段によって
送信された前記通信パラメータと異なる新たな通信パラメータを前記メモリに記憶させる
手段を有することを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記通信装置が前記第２通信手段を介して通信できない状態である場合、前記第２通信
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手段を介して通信できない状態であることを示す情報を前記メモリに記憶させる手段を有
することを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であるか否かを、前記他の通信装置
から前記メモリに書き込まれた識別情報に基づいて判定する判定手段を更に有し、
　前記制御手段は、前記判定手段により前記他の通信装置がユーザの許可を受けている装
置であると判定された場合に、前記他の通信装置と前記送信手段により送信された前記通
信パラメータに基づいて前記第２通信手段を介して接続するための処理の実行することを
特徴とする請求項７乃至１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記通信パラメータは、ＳＳＩＤ、パスフレーズ、認証方式または鍵であることを特徴
とする請求項７乃至１２のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記識別情報は、装置を識別する識別子であることを特徴とする請求項３乃至１３のい
ずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１５】
　前記識別情報は、装置のユーザを識別する識別子であることを特徴とする請求項３乃至
１４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記識別情報は、無線通信のインタフェースを識別する識別子であることを特徴とする
請求項３乃至１５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記第２通信手段により前記他の通信装置と無線通信が完了した後、前記通信パラメー
タを更新する手段を有することを特徴とする請求項３乃至１６のいずれか１項に記載の通
信装置。
【請求項１８】
　他の通信装置から前記第１通信手段を介して書き込み可能なメモリを制御する制御手段
とを更に有し、
　前記制御手段は、さらに前記第２通信手段による無線通信を行うことができるか否かを
示す情報を前記メモリに書き込むことを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記
載の通信装置。
【請求項１９】
　前記第２通信手段の通信可能範囲は前記第１通信手段の通信可能範囲よりも広いことを
特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２０】
　前記第２通信手段は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズのうちの何れかまたはＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈにより無線通信を行うことを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか１項に記載
の通信装置。
【請求項２１】
　前記第１通信手段は、ＮＦＣ規格に準拠した通信方式により無線通信を行うことを特徴
とする請求項１乃至２０のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２２】
　無線通信を行う通信工程と、
　他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であるか否かを、前記無線通信とは別の
無線通信を介して当該他の通信装置によりメモリに書き込まれた情報に基づいて判定する
判定工程とを有し、
　前記判定工程において前記他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であると判定
された場合に、前記通信工程では前記他の通信装置と前記無線通信を行うことを特徴とす
る通信装置の制御方法。
【請求項２３】
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　メモリに他の通信装置からアクセスされるための第１の通信方式により無線通信を行う
第１通信手段と、前記第１の通信方式より通信速度が速いまたは通信範囲が広い第２通信
方式により無線通信を行う第２通信手段と、を有する通信装置による通信方法であって、
　前記第２通信手段を介して接続するための通信パラメータを前記メモリが記憶している
状態で前記第１通信手段が前記メモリを読みこむためのリードコマンドを前記他の通信装
置から受け付けた場合、前記メモリに記憶される前記通信パラメータを、前記第１通信手
段を介して送信し、
　前記通信パラメータの送信が行われた後に、前記第１通信手段が前記メモリに書き込む
ためのライトコマンドを前記他の通信装置から受け付けた場合において、
　　前記他の通信装置から所定の条件を満たす識別情報が前記第１通信手段を介して前記
メモリに書き込まれた場合、前記他の通信装置と送信された前記通信パラメータに基づい
て前記第２通信手段を介して接続するための処理を実行し、
　　前記他の通信装置から前記所定の条件を満たす識別情報が前記第１通信手段を介して
前記メモリに書き込まれなかった場合、前記他の通信装置と送信された前記通信パラメー
タに基づいて前記 第２通信手段を介して接続するための処理の実行を制限する
を有することを特徴とする通信方法。
【請求項２４】
　請求項１乃至請求項２１のいずれか１項に記載の通信装置としてコンピュータを機能さ
せることを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するための、本発明の一態様による通信装置は以下の構成を有する。す
なわち、第１の通信方式により無線通信を行う第１通信手段と、前記第１の通信方式とは
異なる第２の通信方式により無線通信を行う第２通信手段と、他の通信装置がユーザの許
可を受けている装置であるか否かを、前記第１通信手段を介して当該他の通信装置により
メモリに書き込まれた情報に基づいて判定する判定手段とを有し、前記判定手段により前
記他の通信装置がユーザの許可を受けている装置であると判定された場合に、前記第２通
信手段は前記他の通信装置と無線通信を行うことを特徴とする。
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